
電子情報通信学会無線電力伝送研究専門委員会 

Asian Wireless Power Transfer Workshop 

Student Awards 選奨規定 
 

第 1章 総則 
第一条 
電子情報通信学会無線電力伝送研究専門委員会(以下, WPT 研と呼ぶ)は,無線電力伝
送技術の発展と研究の奨励のために, 第２種研究会”Asian Wireless Power Transfer 
Workshop” (以下 AWPTと呼ぶ) において優秀な発表を行った学生の表彰を行う. 
 
第二条 	

選奨の種類は以下の通りとする.		

1. 「電子情報通信学会無線電力伝送研究専門委員会  Asian Wireless Power 
Transfer Workshop Best Student Award」(以下, AWPT Best Student Award 
と呼ぶ).  

2. 「電子情報通信学会無線電力伝送研究専門委員会  Asian Wireless Power 
Transfer Workshop Student Award」(以下, AWPT Student Award と呼ぶ).  

 
第三条 
賞の名称には, AWPTの開催年度を含めることができるものとする.  
 

第２章 AWPT Best Student Award 
第四条 AWPT Best Student Award は賞状, および賞金とする.  
 
第五条 AWPT Best Student Award の賞金額は１名あたり 1万円とし, 上限を３名
とする.  
 

第３章 AWPT Student Award 

第六条 AWPT Student Award は賞状のみとし, 上限を３名とする.  

 
 
  



 
第 3 章 選定 

第七条 AWPT Best Student Award および AWPT Student Award 受賞候補者は, 
AWPTにおいて発表した学生で, 次の各号の全てに該当する者とする.  

1) 発表の時点において学生であること. 	
2) 発表論文の著者であり, かつ登壇者であること. 	

 
第八条 AWPT Best Student Award は, 受賞候補者の中で最も優秀な発表を行った
者に贈呈する.  
 
第九条 AWPT Student Award は, 受賞候補者の中で優秀な発表を行った者に贈呈
する.  
 
第十条 AWPT Best Student Award およびAWPT Student Awardの受賞者は, 表彰
選定委員会で選定を行う.  
 
第十一条 表彰選定委員会の構成は以下の通りとする.  

1) WPT研の委員長・副委員長・幹事・幹事補佐 
2) WPT研の国際委員会委員 

 
第十二条 AWPT Best Student Award および AWPT Student Awardは, AWPT最終
日に会場において贈呈する.  
 
第十三条 受賞者の氏名, 対象となった発表のタイトル等を, WPT 研のホームページ
等で公表する.  
 

第 4章 その他 
この規程は平成 29年 12月 1日から施行する. 
 
 


